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【平成 24 年度 第 4 回理事会開催】

去る 10月 19 日(金)に平成 24年度第 4回理事会を開催しました。(出席者：13名)

【報告事項】

1. 第 1回地域産業振興委員会の開催結果について

2. みかさ共通商品券の販売及び回収状況について

3. みかさ炎夏まつり 2012 の実施報告について

4. 第 11回三笠北海盆おどり実施報告について

5. 旧商工会館の PCB処理費用ほかについて

6. 三笠工業団地開発(株)清算結了までのスケジュールについて

7. 商工会の節電取り組み結果について

以上報告されました。

【審議事項】

1. 役員研修の実施について

日 時：平成 24年 11 月 6日（火）～7日（水）

研修先：剣淵町『絵本の里まちの駅』ほか

2. 会員加入の促進について

経営者の高齢化や長引く不況による会員減に伴い、最低 5事業所の加入の促進を

図る

3. その他について

正会員 定款会員 賛助会員 合計

9月 1日現在 215 18 3 236

11月1日現在 216 18 1 235

期間内内訳【加入：0件、脱退：1件】
脱 退 者【Hair Miets】
変      更【賛助会員 2名を正会員に】

会 員 数 動 向 商 工 会 か ら お 詫 び

北海道商工会連合会発行の「北の

瓦版 9月号」について、前回配布漏

れのため、今月号と一緒に配布させ

ていただきました。

誠に申し訳ありませんでした。

【2013 年新年交礼会の開催について】

本年度も新年交礼会を下記の日程にて開催しますので、会券をお求めのうえ、ふるってご

参加くださいますようよろしくお願いいたします。

【日   時】 平成 25年 1月 7日（月）午後 5時 30分

【場   所】 三笠市民会館 202 号室

【会   費】 2,000 円

【会券取扱所】 三笠市商工会・丸安商事（唐松）・井上理容所（弥生）

森田商事（幾春別）ほか
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Shift（無料ホームページ）について

事業所紹介・ネット販売サービス活用いただける会員向け HP を開設しております。

北海道・全国、さらに世界へ向けて自社の PR と商品のネット販売ができるように、簡易 HP作

成ツール「SHIFT」を利用して行います。

この「SHIFT」というシステムは、簡単な操作手順によって、自社の新着情報を更新すること

ができ、手軽に HP の作成が行えるシステムです。更新した情報は商工会・北海道・全国のペー

ジに表示させることが可能であり、無料ですので新たな自社 PR の場となります。さらにオンラ

インでの商品販売・宿泊予約などもできるようになっており、販路の拡大も期待できます。

このシステムについて興味のある方は商工会までお問い合わせください。

みかさ共通プレミアム付商品券発行

当商工会では市内の購買意欲が低迷していることから、地域経済の活性化及び購買

意欲の促進を図るため、現在発行しているみかさ共通商品券を利用し、プレミアム

10％割増付で下記の日程にて発行することとなりました。

発 売 日：平成 24年 12 月 1日（土）・2日（日） 午前 9時～午後 4時

販 売 場 所：三笠市商工会

販 売 価 格：1セット 10,000 円（商品券 11,000 円分）

販売セット数：500 セット（1人 2セットまで）

使 用 期 限：平成 25年 2月 28 日（木）まで

※換金は使用期限の翌月末までとなっておりますのでご確認ください。

平成 24 年分給与支払者は、所得者の年末調整事

務を必ず行わなければなりません。

商工会では、随時年末調整の相談を受けておりま

す。各事業所におかれましては、必ず年末調整事務

を行ってください。

なお、市及び税務署に提出された書類については

決算の際確認することもありますので、必ず控え

（コピー）をとっておくようにして下さい。

■源泉所得税納付期限 平成 25年 1月 10日（木）

※納期の特例を受けている事業所は平成25年 1月 21日（月）

■年末調整届出提出期限 平成 25年 1月 31日（木）

※放っておくと延滞税等もかかりますので、必ず行

ってください。

「 年 末 調 整 を 忘 れ ず に 」 「 ネ ッ ト d e 記 帳 の お す す め 」

毎日の経理処理について、所定の日記帳に

毎日の取引きを記入し、商工会にお持ちいた

だくだけでわずらわしい記帳と計算から開放

され決算ができ、青色申告特別控除が適用に

なります。是非一度商工会へご相談ください。

また、自身で取引の記帳を行っている方も、

インターネット経由で記帳、集計をすること

ができるようになります。

（本ソフト利用には手数料がかかります）

（売切れ次第終了）


